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切
れ
目
の
な
い

子
育
て
支
援
を
目
指
し
て

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い

子
ど
も
の
貧
困
に
対
応
す
る
た
め

未
婚
の
ひ
と
り
親
の
方

に
給
付
金
を
支
給

Ａ
Ｌ
Ｌ
え
な
ネ
ウ
ボ
ラ

会
議
の
参
加
者
募
集

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
の
う
ち
、
未

婚
の
ひ
と
り
親
の
方
に
対
し
、
本
年
度
に

限
り
臨
時
・
特
別
の
措
置
と
し
て
、
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

□
支
給
額
　
１
万
７
５
０
０
円

□
申
請
期
限
　
１２
月
２７
日
㈮

□
支
給
時
期
　
令
和
２
年
１
月
に
支
給
す

る
児
童
扶
養
手
当
と
同
日
に
支
給

支
給
要
件

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
。

❶
本
年
１１
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

を
受
け
る
父
か
母

❷
基
準
日
（
本
年
１０
月
３１
日
）
時
点
で
、

こ
れ
ま
で
に
婚
姻
（
法
律
婚
）
を
し
た
こ

と
の
な
い
方

❸
基
準
日
（
本
年
１０
月
３１
日
）
時
点
で
、

事
実
婚
を
し
て
い
な
い
方
か
、
事
実
婚
の

相
手
方
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
方

申
請
方
法

　
申
請
書
に
戸
籍
謄
本
を
添
え
て
、
子
育

て
支
援
課
か
恵
那
南
部
振
興
事
務
所
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
か
を
判

断
す
る
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
該
当
者
に
は
７
月
下
旬
に
現
況
届
案
内

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

□
申
請
期
限
　
８
月
３０
日
㈮

※
８
月
の
毎
週
金
曜
日
は
、
子
育
て
支
援

課
の
窓
口
を
午
後
７
時
ま
で
延
長
し
ま

す
。
８
月
２５
日
㈰
の
市
役
所
西
庁
舎
１
階

休
日
窓
口
で
も
提
出
で
き
ま
す

　
　
　
　
子
育
て
支
援
課（
西
庁
舎
２
階
、

内
線
２
６
９
）

食
中
毒
菌
を

「
付
け
な
い
、
増
や
さ
な
い
、
や
っ
つ
け
る
」

家
庭
で
で
き
る
食
中
毒

予
防
の
ポ
イ
ン
ト

　
民
間
事
業
者
が
実
施
す
る
住
宅
団
地
開

発
の
う
ち
、
公
共
施
設
の
整
備
費
用
に
対

し
て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

❶
都
市
計
画
法
に
基
づ
い
て
開
発
許
可
を

受
け
た
事
業

❷
大
井
町
、
長
島
町
、
東
野
、
三
郷
町
、

武
並
町
で
実
施
す
る
も
の

❸
開
発
す
る
面
積
の
６
割
以
上
が
住
宅
用

地
と
な
る
も
の

❹
道
路
と
上
下
水
道
施
設
を
整
備
後
、
市

に
帰
属
す
る
も
の

道
路
舗
装
と
道
路
側
溝

□
対
象
経
費
　
▽
道
路
舗
装
＝
幅
員
６
㍍

以
上
の
道
路
に
対
す
る
舗
装
工
事
費
　
▽

道
路
側
溝
＝
内
壁
幅
が
３０
㌢
以
上
で
ふ
た

付
き
の
道
路
側
溝
工
事
費

□
交
付
額
　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
（
上

限
あ
り
）

上
下
水
道
施
設

□
対
象
経
費
　
▽
上
水
道
施
設
＝
口
径
５０

㍉
以
上
の
配
水
管
と
仕
切
弁
の
整
備
費
用

▽
下
水
道
施
設
＝
口
径
１
０
０
㍉
以
上
の

排
水
管
と
マ
ン
ホ
ー
ル
整
備
費
用

□
交
付
額
　
対
象
経
費
の
全
額
（
上
限
あ

り
）

共
通

□
そ
の
他
　
工
事
を
施
工
す
る
業
者
の
本

社
が
市
内
に
無
い
場
合
は
、
交
付
額
が
２

分
の
１
と
な
り
ま
す
。

　
開
発
行
為
の
許
可
を
得
た
日
か
ら
起
算

し
て
６０
日
以
内
に
、
必
要
書
類
を
添
え
て

都
市
住
宅
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
制
度
内
容
や
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
確
認
く
だ
さ
い

　
　
　
　
都
市
住
宅
課
（
本
庁
舎
２
階
、

内
線
２
４
６
）

■�

制
度
の
概
要

　会
議
の
概
要

　
行
政
と
子
育
て
に
関
わ
る
関
係
機
関
が

集
ま
り
、「
就
学
前
部
会
」「
小
中
高
部
会
」

「
発
達
支
援
部
会
（
療
育
関
係
）」「
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
部
会
（
子
ど
も
の
貧
困
）」

の
部
会
に
分
か
れ
、
Ａオ

ー

ル
Ｌ
Ｌ
え
な
ネ
ウ
ボ

ラ
会
議
を
行
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
関
係
機
関
だ
け
で
な
く
、
子

育
て
世
代
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
を
交

え
て
行
い
ま
す
。
子
育
て
を
通
じ
て
感
じ

て
い
る
事
や
「
こ
ん
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ

た
ら
い
い
な
」
と
い
う
思
い
な
ど
、
子
育

て
に
つ
い
て
意
見
交
流
し
ま
せ
ん
か
。

□
検
討
す
る
課
題
　
❶
結
婚
か
ら
子
育
て

期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
❷
教
育
・
保

育
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
体
制
の
整
備
❸
全

て
の
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
に
配
慮
し
た

き
め
細
や
か
な
支
援

募
集
内
容

□
対
象
者
　
市
内
在
住
で
１８
歳
以
下
の
子

ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方

※
会
議
当
日
は
託
児
を
準
備
し
て
い
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
、
事
前
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す

□
定
員
　
若
干
名

□
申
し
込
み
方
法
　
参
加
を
希
望
す
る
部

会
を
選
び
、
電
話
で
申
し
込
む
か
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込

む
。

□
申
込
期
限
　
８
月
１６
日
㈮

□
そ
の
他
　
会
議

は
、
８
月
下
旬
の

平
日
に
開
催
す
る

予
定
で
す
（
開
始

時
間
未
定
）。

　
　
　
　
子
育
て
支
援
課（
内
線
２
６
７
）

■�

多
様
化
す
る
子
育
て
の
課
題
な

ど
を
一
緒
に
検
討
し
ま
せ
ん
か

一
　
食
中
毒
菌
を
付
け
な
い

　
食
品
や
手
、
調
理
器
具
を
し
っ
か
り
と

洗
う
。
食
品
を
保
存
す
る
時
は
、
ふ
た
や

ラ
ッ
プ
で
覆
う
。
調
理
器
具
を
定
期
的
に

消
毒
す
る
。

二
　
食
中
毒
菌
を
増
や
さ
な
い

　
冷
蔵
が
必
要
な
食
品
は
、
す
ぐ
に
冷
蔵

庫
に
入
れ
る
。
作
っ
た
料
理
は
、
時
間
を

空
け
ず
に
食
べ
る
。

三
　
食
中
毒
菌
を
や
っ
つ
け
る

　
食
品
を
十
分
に
加
熱
し
て
食
べ
る
。
肉

や
魚
、
卵
な
ど
を
使
っ
た
後
の
調
理
器
具

は
、
洗
剤
で
よ
く
洗
っ
て
か
ら
、
熱
湯
を

掛
け
て
殺
菌
す
る
。

　
　
健
幸
推
進
課
（
内
線
２
８
５
）

■
制
度
の
概
要

■�

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
手

続
き
も
忘
れ
ず
に

問

申
・
問

▲市ウェブサ
　イトの応募
　フォーム

Q　基準日の翌日以降に婚姻
　した場合は？
A　基準日時点で給付金の支
　給要件に該当していれば、
　その翌日以降に婚姻しても
　対象となります。

Q　基準日の翌日以降に転出
　した場合は？
A　基準日の翌日以降に転出
　した場合は、本年 11 月分
　の児童扶養手当を支給する
　自治体が申請先です。

■
宅
地
開
発
の
要
件

■
交
付
対
象
経
費
と
交
付
額

申
・
問

定
住
人
口
の
増
加
と

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
応
援

住
宅
団
地
開
発

支
援
事
業
奨
励
金

■
食
中
毒
予
防
の
三
原
則

■�

正
し
い
手
の
洗
い
方

■
申
請
方
法

①

②

手の甲を伸ばすよ
うにこすります。

③

指先や爪の間を念
入りにこすりま
す。

④

指の間を洗いま
す。

⑤

手首も忘れずに洗
います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルや
ペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

申
・
問 ネウボラとは？

フィンランド発祥の子育て
支援拠点で「助言の場」の
意味。日本版ネウボラとし
て、出産や育児の悩みなど
を抱える母子を支えるワン
ストップ拠点の設置が全国
的に進められている。

流水で手をぬらし
た後、石けんを付
け、手のひらをよ
くこすります。


